
 

 

大阪市教育委員会事務局外郭団体等監理委員会の組織及び運営に関する要綱  

 

（設置） 

第１条  大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱（令和２年

１月 23 日制定。以下「要綱」という。）に基づき、所管する外郭団体等の監理等業

務を着実に遂行するため、教育委員会事務局に外郭団体等監理委員会（以下「監理

委員会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。  

 (1)  要綱において、監理委員会で審議することとされている事項  

(2)  その他所管する外郭団体等の監理等業務を着実に遂行するために必要な事項 

（組織） 

第３条  監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織す

る。 

２ 委員長は、教育次長をもって充てる。  

３ 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。  

４ 事務局長は、要綱第５条に規定する監理主幹（別に定める場合を除き、総務部総

務課長を選任する）をもって充てる。  

（職務） 

第４条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。  

２ 委員長は、外郭団体等の監理等業務を着実に遂行するため必要があると認めた時

は、所管の外郭団体等の運営状況について調査を行い、又は報告を求めることがで

きる。 

３ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。  

４ 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長

を補佐する。 

５ 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。  

（会議） 

第５条  監理委員会の会議は委員長が随時招集してこれを開催し、第２条に規定する

事項について審議する。  

２ 前項の規定による会議の開催及び審議は、書面による審議をもってこれに代える

ことができる。 

（実施の細目）  

第６条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。  

 



 

  附 則  

この要綱は、平成１８年１２月１１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成３０年１２月２７日から施行する。  

 附 則 

１ この要綱は、令和２年８月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際、現に設置されている外郭団体等監理委員会は、第１条に規

定する外郭団体等監理委員会とみなす。  

 

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 



 

別表（第３条関係）  

 

副委員長  教育委員会事務局総務部長 

 

委員    教育委員会事務局生涯学習部長  

 

 参与    教育委員会事務局総務部総務課長（事務局長兼務）  

       教育委員会事務局生涯学習部社会教育施設担当課長 


